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令和３年度全国安全週間及び労働災害の発生状況等について



持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場
全国安全週間の今年度スローガン

全国安全週間とは…
安全意識の高揚と安全活動の定着を目的として実施している取組みで今年で94回目を迎え

ます。
労働災害防止対策は、産業安全携わる皆様方の努力によって支えられており、令和2年1月

から12月までの労働災害による死亡者数は802人（全国）と３年連続で過去最少となりまし
た。一方で休業4日以上の死傷者数（以下「死傷者数」という）は131,156人（全国）と増
加傾向にあり、特に沖縄県内における死傷者数は昭和47年の統計開始以来最多となる

1,352人（前年比 １０６人増、8.5％増）
となりました。

全国安全週間 令和３年７月１日から７月７日
準備期間 令和３年６月１日から６月３０日

安全週間準備期間及び本週間では、
新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染防止対策を徹底いただき、

①経営トップ による安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一
②安全パトロール による職場の総点検の実施
③緊急時の措置に係る必要な訓練の実施

などの安全意識高揚のための活動を何か一つでも、できることから取組みをお願い致します。







電源コードに
ひっかかって
転んだ !!

梱包用のバン
ドにひっか
かって
転んだ !!
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令和2年において沖縄県内の転倒災害（休業４日以上）は、346件発生しています。

▶ 職場でこんなことありませんか？

出典：職場のあんぜんサイト「労働災害事例」「ヒヤリハット事例」

▶ 仕事中なら、これらは全て労働災害です！

床が水で
濡れていて
滑った !!

階段を踏み外した !!



▶ 職場の状況をチェックしてみましょう！

チェック項目 ☑

１ 通路、階段、出口に物を放置していませんか □

２
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

□

３
安全に移動できるように十分な明るさ（照
度）が確保されていますか

□

４ 転倒を予防するための教育を行っていますか □

５
作業靴は、作業に適したものを選び、定期的
に点検していますか

□

６
ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい
場所の危険マップを作成し、
周知していますか

□

７
段差のある箇所や滑りやすい場所などに注意
を促すステッカー（標識）を
つけていますか

□

８
ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止し
ていますか

□

９
ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取
り入れていますか

□

チェックリスト



令和2年において沖縄県内で脚立などを起因物とした労働災害（休業4日以上）は、73件発生しています。改め
て安全使用の確認をお願いします。
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全死傷者数の５０％以上が５０歳以上の労働者で、増加傾向にあります。



上のグラフは北部地区における過去１０年間の休業４日以上の死傷災害の推移を示す

業種別では、製 造 業 11件（前年比-9件）

建 設 業 25件（前年比+8件）

第三次産業 57件（前年比-1件） となっている。

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

第三次産業 32 51 44 46 44 45 52 54 58 57

農業・畜産・水産業 4 3 8 3 5 2 4 10 7 3

林業 1 1 1 1 2

港湾荷役業 1

陸上貨物運送業 1 1 2 1 1 4 3 1

交通運輸業 1 1 3 1 1 1

建設業 16 19 12 22 15 9 21 20 17 25

鉱業 1

製造業 10 15 21 14 12 10 20 15 20 11
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過去１０年間の労働災害の推移

北部地区
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上のグラフは第三次産業における過去１０年間の労働災害の推移を示す

推移を見ると第三次産業の労働災害は増加傾向で、令和２年の発生状況は、過去１０年間で２番目に多い。

令和２年の第三次産業の労働災害は、「接客娯楽業」と「保健衛生業」で増加がみられる

※ その他の業種：金融広告業、映画・演劇業、通信業、教育研究、清掃・と畜（ﾋﾞﾙﾒﾝ除く）、官公署、その他の事業

北部地区
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令和2年の労働災害発生状況（事故の型別）

製造業 建設業 交通運輸業 陸上貨物運送業 林業 農業・畜産・水産業 第三次産業
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第三次産業

事故の型は「墜落、転落」及び「転倒」災害が最も多く、21件ずつ発生している。

業種別にみると、製造業は「転倒」「切れ、こすれ」

建設業は「墜落、転落」「はさまれ、巻き込まれ」

第三次産業は「転倒」「墜落、転落」 災害が多く発生した

北部地区



施行日、経過措置
●施行日 令和３年４月１日

ただし、以下について特例措置あり

・作業主任者の選任は令和４年４月１日
・金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合について、濃度測定は令和４年３月31日まで、濃度測定結果に伴う措置（※）は令和４年４月１日

※換気装置の風量の増加その他必要な措置、再度の濃度測定、有効な呼吸用保護具の選択及び使用、１年以内ごとに１回のフィットテストの実施

規制の内容
2021(令和3)年 2022(令和4)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

溶接ヒュームの濃度測定
・呼吸用保護具の使用等

特定化学物質作業主任者の選任

全体換気、特殊健康診断の実施
その他必要な措置

溶接ヒュームの濃度測定(4/1～)

換気風量の増加その他必要な措置(4/1～)

再度の溶接ヒュームの濃度測定(4/1～)

呼吸用保護具の選択･使用(4/1～)

フィットテストの実施(4/1～)

選任義務(4/1～)

実施義務(4/1～)

現に、継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、令和４年３月31日までに溶接

ヒュームの濃度の測定を行う必要がある。

・現時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用

保護具を使用させなければならない。

・令和４年４月１日以降は、特化則に基づき、溶接ヒュームの濃度測定結果に基づいて呼吸用保護

具を選択し、使用しなければならない。

令和５年4月１日

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます法改正①

※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業

（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません）

溶接ヒューム（金属アーク溶接等作業（※）において加熱により発生する粒子状物質）について、新たに特化則の特定化
学物質（管理第２類物質）として位置付けました。



法改正② 電離放射線障害防止規則（目の水晶体被ばく限度）が改正されました



法改正③

石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)さ
れていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用
されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸
い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施
が必要です。

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの

改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を
３年間保存することが義務になります（令和３年４月～）

■建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に
行わせることが義務になります（令和５年10月～）

工事開始前の石綿の有無の調査

■石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は１４日前までに
労働基準監督署に届け出ることが義務になります（令和３年４月～）

■一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査
の結果等を電子システム（スマホも可）で届け出ることが義務になり
ます（令和４年４月～）

工事開始前の労働基準監督署への届出

■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の
取り残しがないことの確認が義務になります（令和３年４月～）

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去
する工事は、作業場の隔離が義務になります（令和３年４月～）

■石綿が含まれているけい酸カルシウム板第１種を切断、破砕等する
工事は、作業場の隔離が義務になります（令和２年10月～）

■石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない
方法で行うことが原則義務になります（令和３年４月～）

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、
作業の実施状況を写真等で記録し、３年間保存することが義務に
なります（令和３年４月～）

写真等による作業の実施状況の記録

石綿障害予防規則（事前調査や届出など）が改正されました



注意喚起① 県内にて令和３年に死亡災害発生！熱中症対策の徹底をお願いします
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注意喚起② 職場で新型コロナウイルスに感染した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要

となります！！


